
製造業の取組みを支援対象としています！
製造業に新たに進出する場合も対象となります！

機械設備の導入費用のみならず、研修の受講や
販路の開拓などに要する費用も対象です！

経営革新計画として承認を得られている場合、

補助金額が最大８００万円に引上がります！

＜対象となる取組＞

① 新商品の開発・生産、
新たな販路の開拓

② 新たな生産方式の導入

③ 改善指導等に基づく
生産性の改善

秋田県内で製造業に取り組む中小企業者の皆様へ

令和７年度ものづくり革新総合支援事業

補助率 ：１／３以内
補助金額：〔通常〕下限額 ３０万円 ～ 上限額 ３００万円

※補助上限額の加算について

【経営革新計画承認等加算】

知事から承認を得た経営革新計画等に基づく取組の場合、

補助上限額に５００万円が加算され、最大で８００万円まで補助しま

す！

７月１４日（月）～８月２０日（水）
募集期間

秋田県産業労働部地域産業振興課地域産業活性化チーム
〒010-8572

秋田市山王三丁目１番１号（県庁第二庁舎３階）
TEL：018-860-2231 FAX：018-860-3887
E-Mail：monokaku-1@mail2.pref.akita.jp

お問合せ先
申 請 先

補助金額・補助率

お気軽に
ご相談ください！



【事業概要】
1. 対象者

• 県内に事業拠点を有する、製造業に取り組む中小企業者が対象です。
※ 県内で１年以上の事業実績があることが必要です。

※ みなし大企業は対象外です。

※ 農林漁業、金融保険業、医療業、風俗営業等、一部の業種は対象外です。

2. 補助内容
• 補 助 率：１／３以内

• 補助対象経費：機械装置の導入、研修の受講、資格等の取得、知的財産の
  取得・活用、専門家活用等に係る経費

• 補助事業期間：交付決定日から１２か月間

3. 申請要件
• ３～５年間の事業計画を策定してください。

• 次の２つの経営指標に関する目標を設定してください。

① 付加価値額について、年率平均３％以上向上する目標
※ 付加価値額とは、人件費、減価償却費、営業利益の合計額を言います。

② 給与支給総額または１人あたり給与支給総額について、年率平均２％
以上向上する目標
※ 給与支給総額とは、役員又は従業員に支払われる給料、賃金及び賞与のほか、給与所得と

される手当（残業手当、休日出勤手当、家族（扶養）手当等）の合計額を言い、給与所得
とされない手当（退職手当等）や法定福利費、福利厚生費等は含みません。

• 県内の事業拠点で実施してください。

• 金融機関や商工団体等を支援機関として、事業実施に当たり協力を得てく
ださい。

4. 申請方法
• 申請にあたっては、事前相談シートの提出を必須としています。事前相談
シートを基に、事業内容について県から確認のご連絡をいたします。

• 採択申請書類一式を作成し、関係書類を添付したうえで、電子申請により、
申請先にご提出ください。

• 添付する関係書類は次のとおりです。
① 直近３期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造

原価報告書）

② 現在事項全部証明書（個人事業主の場合は住民票の写し）

③ 会社案内等、事業の概要がわかる資料

④ 経費の積算根拠となる参考見積書

5. ホームページ
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63563

6. 手続きの流れ
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